
　

平
成
二
二
年
第
四
回
定
例
会
に

は
七
件
の
請
願
が
提
出
さ
れ
、
継

続
と
な
っ
て
い
た
一
件
と
あ
わ
せ

て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
結
果
、

四
件
が
採
択
、
二
件
が
不
採
択
、

二
件
が
継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

　

詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。                            

◎
町
田
市
内
在
住
の
私
立
小
・
中

学
校
生
の
保
護
者
に
対
す
る
補
助

金
制
度
に
つ
い
て
の
請
願

◎
学
業
と
両
立
で
き
る
就
職
活
動

の
実
効
性
あ
る
ル
ー
ル
づ
く
り
を

求
め
る
意
見
書
に
関
す
る
請
願

◎
ペ
ッ
ト
税
導
入
に
対
し
慎
重
な

検
討
を
求
め
る
意
見
書
の
採
択
に

関
す
る
請
願

◎
子
ど
も
を
安
心
し
て
産
み
育
て

る
家
族
を
社
会
全
体
で
支
援
で
き

る
地
域
社
会
を
築
き
あ
う
た
め
市

民
協
働
の
子
育
て
支
援
を
求
め
る

請
願

◎
国
民
健
康
保
険
税
の
引
き
上
げ

中
止
を
求
め
る
請
願

◎
社
会
教
育
の
機
会
を
保
障
す
る

こ
と
を
求
め
る
請
願

◎
東
玉
川
学
園
一
丁
目
の
尾
根
道

に
隣
接
す
る
緑
地
の
一
部
保
全
を

求
め
る
請
願

◎
校
名
変
更
「
忠
生
第
一
小
学
校

か
ら
忠
生
小
学
校
へ
」
に
関
わ
る

請
願

　

町
田
市
議
会
議
員
の
議
員
報

　

酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す

　

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　

条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
が
、

選
挙
さ
れ
、
も
し
く
は
職
に
つ
い

た
場
合
ま
た
は
任
期
満
了
そ
の
他

の
理
由
に
よ
り
、
職
を
離
れ
た
場

合
の
議
員
報
酬
の
支
給
方
法
に
日

割
計
算
を
導
入
す
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。
平
成

二
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
す
。

　

町
田
市
保
健
所
条
例

　

平
成
二
三
年
四
月
か
ら
保
健
所

政
令
市
に
移
行
す
る
に
当
た
り
、

町
田
市
保
健
所
の
設
置
等
に
つ
い

て
定
め
る
た
め
、
条
例
を
制
定
す

る
も
の
で
す
。
ま
た
、
こ
の
条
例

の
制
定
に
伴
い
、
町
田
市
職
員
定

数
条
例
に
つ
い
て
、
こ
の
条
例
の

附
則
に
よ
り
、
所
要
の
改
正
を
す

る
も
の
で
す
。

　

町
田
市
大
気
汚
染
障
が
い
者　

　

認
定
審
査
会
条
例

　

平
成
二
三
年
四
月
か
ら
保
健
所

政
令
市
に
移
行
す
る
に
当
た
り
、

大
気
汚
染
障
が
い
者
の
認
定
に
関

す
る
事
務
が
都
の
事
務
処
理
特
例

に
よ
り
市
長
の
権
限
に
な
る
こ
と

に
伴
い
、
都
と
同
様
の
審
査
会
を

設
置
す
る
た
め
、
条
例
を
制
定
す

る
も
の
で
す
。
平
成
二
三
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

町
田
市
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
設

　

置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　

条
例

　

「
成
瀬
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
」
の

名
称
及
び
位
置
の
変
更
並
び
に

「
木
曽
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
」
の
位

置
の
変
更
を
す
る
た
め
、
所
要
の

改
正
を
す
る
も
の
で
す
。
平
成
二

三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま

す
。

　

町
田
市
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー　

　

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条　

　

例

　

町
田
市
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
の

利
用
料
金
等
を
変
更
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

平
成
二
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
す
。

　

町
田
市
保
育
園
設
置
条
例
の　

　

一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　

　

町
田
市
立
わ
か
ば
保
育
園
及
び

町
田
市
立
森
野
三
丁
目
保
育
園
を

民
間
に
移
管
す
る
た
め
、
所
要
の

改
正
を
す
る
も
の
で
す
。
平
成
二

四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま

す
。

　

町
田
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び　

　

再
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条　

　

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　

　

ご
み
集
積
所
に
排
出
さ
れ
た
資

源
物
の
持
ち
去
り
の
禁
止
及
び
違

反
者
に
対
す
る
罰
則
規
定
を
加
え
、

並
び
に
浄
化
槽
の
清
掃
及
び
保
守

点
検
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
よ

り
、
浄
化
槽
の
清
掃
業
の
許
可
に

関
す
る
事
務
を
同
条
例
に
規
定
す

る
こ
と
に
伴
い
こ
の
条
例
か
ら
削

る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
で
す
。

　

条
例
・
そ
の
他　
　
　
　
　
　

　

町
田
市
自
治
基
本
条
例　
　
　

　

議
員　

本
条
例
の
制
定
の
目
的

は
。

　

政
策
経
営
部
長　

本
条
例
は
市

民
、
市
議
会
及
び
市
長
等
の
役
割

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

市
民
と
市
、
ま
た
は
市
民
同
士
が

協
働
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す

る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

町
田
市
保
健
所
条
例　
　
　
　

　

議
員　

設
置
目
的
と
規
定
さ
れ

る
「
保
健
所
」
の
考
え
方
は
何
か
。

　

い
き
い
き
健
康
部
長　

地
域
保

健
対
策
の
総
合
的
な
推
進
に
寄
与

し
、
市
民
の
健
康
の
保
持
及
び
増

進
を
図
る
こ
と
で
す
。
保
健
所
の

考
え
方
と
し
て
は
、
ま
ず
企
画
調

整
部
門
を
新
た
に
設
置
し
、
健
康

づ
く
り
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
タ
ワ
ー

と
す
る
こ
と
で
、
市
民
、
団
体
、

企
業
等
と
の
連
携
の
も
と
健
康
の

視
点
に
立
っ
た
、
総
合
的
か
つ
一

体
的
な
町
づ
く
り
を
推
進
致
し
ま

す
。
ま
た
、
市
民
に
と
っ
て
身
近

な
保
健
所
と
な
る
よ
う
、
母
子
保

健
、
動
物
愛
護
な
ど
、
東
京
都
と

町
田
市
の
関
連
業
務
の
統
合
に
よ

る
わ
か
り
や
す
い
相
談
窓
口
体
制

を
構
築
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
一
貫
性

の
確
保
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　

予
算　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

財
政
調
整
基
金
繰
入
金　
　
　

　

議
員　

「
中
期
財
政
見
通
し
」

と
の
関
係
で
は
ど
う
か
。

　

財
務
部
長　

中
期
財
政
見
通
し

に
お
け
る
財
政
調
整
基
金
の
二
〇

一
〇
年
度
末
残
高
の
目
標
額
は
七

〇
億
円
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
年

度
途
中
で
す
の
で
、
二
〇
一
〇
年

度
末
残
高
の
予
測
が
難
し
い
と
い

う
状
況
で
す
。

　

住
宅
・
建
築
安
全
ス
ト
ッ
ク　

　

形
成
事
業
費

　

議
員　

ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

　

都
市
づ
く
り
部
長　

国
に
お
い

て
円
高
デ
フ
レ
対
応
の
た
め
の
緊

急
総
合
経
済
対
策
の
補
正
が
予
算

化
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
経
済
対
策

の
具
体
策
の
項
目
の
一
つ
に
、
地

域
経
済
活
性
化
の
た
め
の
具
体
的

な
措
置
と
し
て
、
住
宅
耐
震
化
の

加
速
等
を
図
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
市

が
実
施
し
て
い
る
耐
震
改
修
助
成

制
度
の
助
成
上
限
額
に
、
住
宅
・

建
築
安
全
ス
ト
ッ
ク
形
成
事
業
に

よ
り
、
国
費
で
一
戸
あ
た
り
三
〇

万
円
の
上
乗
せ
補
助
を
行
い
、
住

宅
の
耐
震
改
修
の
緊
急
促
進
を
図

る
も
の
で
す
。

　

平
成
二
二
年
第
三
回
定
例
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
請
願
に
つ
い

て
、
市
長
か
ら
処
理
経
過
及
び
結

果
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

 　

厚
木
基
地
騒
音
対
策
の
内　

　

環
境
基
準
指
定
地
域
の
住
宅

　

防
音
工
事
指
定
の
追
加
に
関

　

す
る
請
願

　

住
宅
防
音
工
事
の
対
象
区
域
の

指
定
は
、
「
防
衛
施
設
周
辺
の
生

活
環
境
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」

の
第
四
条
等
に
よ
り
、
防
衛
大
臣

が
指
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

国
が
、
二
〇
〇
六
年
一
月
に
住

宅
防
音
工
事
対
象
区
域
の
見
直
し

を
実
施
し
た
際
、
騒
音
測
定
地
点

（
固
定
）
は
健
康
福
祉
会
館
の
一

地
点
で
し
た
が
、
厚
木
基
地
周
辺

の
八
一
地
点
に
お
い
て
独
自
に
騒

音
測
定
調
査
を
実
施
し
、
区
域
の

指
定
を
行
い
ま
し
た
。

　

町
田
市
と
し
て
は
、
住
宅
防
音

工
事
対
象
区
域
の
拡
大
に
向
け
、

機
会
が
あ
る
ご
と
に
近
隣
自
治
体

と
共
に
、
国
に
対
し
対
象
区
域
の

拡
大
を
求
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

二
〇
一
〇
年
度
は
一
〇
月
に
防

衛
省
北
関
東
防
衛
局
長
に
対
象
区

域
拡
大
を
申
し
入
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
一
一
月
に
は
書
面
で
防

衛
大
臣
あ
て
に
対
象
区
域
拡
大
を

要
請
し
て
お
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
一
年
一
月
に

は
東
京
都
と
共
に
要
請
を
行
う
予

定
で
す
。

　

今
後
も
、
引
き
続
き
住
宅
防
音

工
事
の
対
象
区
域
拡
大
に
つ
い
て

強
く
要
請
し
て
ま
い
り
ま
す
。

 　

公
立
保
育
園
民
営
化
の
際
、

　

保
護
者
に
事
前
周
知
す
る
こ

　

と
を
要
望
す
る
請
願　
　
　

　

採
択
請
願
の
趣
旨
を
受
け
、
二

〇
一
〇
年
一
〇
月
一
日
に
公
立
保

育
園
直
営
七
園
の
保
護
者
に
対
し

て
「
公
立
保
育
園
の
民
営
化
計

画
」
に
つ
い
て
事
前
周
知
を
行
い

ま
し
た
。

　

ま
た
、
情
報
提
供
の
一
環
と
し

て
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
一
日
に

公
立
保
育
園
九
園
の
保
護
者
に

「
町
田
市
保
育
サ
ー
ビ
ス
検
討
委

員
会
」
の
報
告
概
要
を
配
布
し
ま

し
た
。

　

な
お
、
民
営
化
対
象
園
決
定
後

の
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
六
日
に

は
、
速
や
か
に
公
立
保
育
園
九
園

の
保
護
者
に
民
営
化
対
象
園
（
森

野
保
育
園
、
本
町
田
保
育
園
）
の

報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
保
護
者
へ
の
積
極

的
な
情
報
提
供
を
行
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

請願の請願の
審査状況審査状況

採

択

不
採
択

継
続
審
査

〔 請 願 の 出 し 方 〕
（1）　　市・国等への要望を文書で提出してください。（請願の件名・要旨・理由などを簡潔に書

いてください。）
（2）　　請願者の住所（法人・団体の場合は、所在地及び法人・団体の名称）を記入し、請願者（法人・

団体の場合は、代表者）が署名、または記名押印（ゴム印、パソコン等で記入した場合は押印）
をしてください。
※　請願者が２名以上のときは、外何人と記入し、その方たちが、上記と同じ方法で記入し
た署名簿を添付してください。

（3）　　請願書の表紙に、１名以上の紹介議員（市議会議員）の署名または記名押印をしてもらい、
議会事務局議事係へ提出してください。
※　様式は次のものを参考にしてください。 請願書の用紙は、議会事務局で必要な方にお渡
ししていますので、遠慮なくお申し出ください。

請願者の代表者の氏名・住所等の公表
　提出された請願書の記載事項で、請願者（２人以上で提出の場合は代表者のみ）の住所・氏名・
団体名は、公表されますので、予めご了承ください。
（請願・陳情文書表、町田市議会会議録、町田市議会ホームページの会議録の検索等で公表され
ます。）

※　請願はいつでも受け付けます。 
　定例会の開催される月（３、６、９、12月）の５日の午後５時までに提出された請願は、そ
の定例会の会期中に審査されます。（５日が土曜日の時は７日の午後５時、日曜日または休日の
時は６日の午後５時までとなります。）      

■委員会で請願者が発言できます。
　請願者の意見陳述（国・都に対する意見書を求める請願を除く）を行います。
　請願者本人の希望により、各委員会開会中に行うもので、請願者本人から所管委員（市議会議員）に対し、
請願を提出するに至った思い・意見や考えを述べてもらいます。意見を述べた後、各委員（市議会議員）が
質疑を行います。
　定例会に初めて提出される請願について、請願者は５分以内で意見陳述を行い、出席できる請願者は２名
までとします。
※　請願書の提出時に、請願者の意見陳述を行うかどうか、お聞きします。

（表紙）

決裁欄

請願第  号

紹介議員

（請願の件名） 請願

請願者
住所 ● ● ● ●
氏名 ● ● ● ●

外●●人

電話　●●●●

（本文）

●●●●　に関する請願

請願要旨

町田市議会議長 ●●●●　様

議長名を記入

年　月　日

（題名を記入）

（請願の要旨を簡潔に書いてください。)

●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●

本
会
議
の
質
疑
か
ら

可決した
議案の内容

請願の
処理経過及び
結果報告

平成23年（2011年）1月30日町田市議会だよりNo.179（7）


